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(57)【要約】
　身体内腔を通して、例えば、指定の位置へ至る経路長
さを決定するためのシステム及び方法が説明される。位
置検出システムは、時間と共に生体内装置の空間におけ
る位置を識別することができる。経路長さ検出ユニット
は、位置検出システムからのデータを使用して、生体内
装置が移動する経路を決定することができる。その経路
に沿った関心のある場所を識別することができる。身体
内腔の少なくとも１つの終了ポイントから、その関心の
ある場所までの距離を決定することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体内腔を通る経路長さを決定するためのシステムにおいて、
　生体内装置と、
　位置検出システムと、
　経路長さ検出ユニットと、
を備えたシステム。
【請求項２】
　前記システムは、指定の位置への経路長さを決定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　処理ユニットと、
　記憶ユニットと、
を更に備え、前記経路長さ検出ユニットは、前記処理ユニット及び前記記憶ユニットと少
なくとも部分的に一体的である、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　ディスプレイユニットと、
　ユーザ入力ユニットと、
を更に備えた請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　アンテナアレーを更に備えた、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　外部レコーダーを更に備え、前記位置検出システムは、前記外部レコーダーと少なくと
も部分的に一体的である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記生体内装置は、感知装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記生体内装置は、像形成装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記生体内装置は、自律的装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記生体内装置は、飲み込み型カプセルである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　身体内腔を通る経路長さを決定する方法において、
　身体内腔を経て進行する生体内装置の生の経路長さを決定するステップと、
　前記身体内腔に沿った指定の位置へ進行する前記生体内装置の生の経路長さを決定する
ステップと、
　前記指定の位置への経路長さを決定するステップと、
を備えた方法。
【請求項１２】
　前記指定の位置を位置決めするステップを更に備えた、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　身体内腔の終了ポイントを位置決めするステップを更に備えた、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１４】
　生体内データを送信するステップを更に備えた、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記生体内装置は、自律的像形成カプセルである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　身体内腔を通る経路長さを決定するためのシステムにおいて、
　身体内腔を通る生体内装置の生の経路長さを決定する手段と、
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　指定の位置への生体内装置の生の経路長さを決定する手段と、
　前記指定の位置への経路長さを決定する手段と、
を備えたシステム。
【請求項１７】
　前記指定の位置を位置決めする手段を更に備えた、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　身体内腔の終了ポイントを位置決めする手段を更に備えた、請求項１６に記載のシステ
ム。
【請求項１９】
　生体内データを感知する手段を更に備えた、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　生体内内腔における装置の１組の位置を決定するステップと、
　前記１組の位置から前記装置の経路長さを決定するステップと、
を備えた方法。
【請求項２１】
　前記装置は、自律的像形成装置である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　生体内感知データを受け取り、その生体内感知データから前記１組の位置を決定するス
テップを更に備えた、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記感知データは、映像データである、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　推定全経路長さと計算経路長さとの間の比を決定するステップと、
　前記比及び前記推定経路長さから、関心のある場所への距離を計算するステップと、
を更に備えた請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身体内腔を通して進行する生体内装置に係り、より詳細には、身体内腔を経
て指定位置へ至る経路長さ又は距離を決定するためのシステム及び方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　胃腸（ＧＩ）路は、通常、回旋状の長い管で、腹部内に適合するように何回も折り曲が
り、食道、胃、小腸及び大腸を通して進む。自律的生体内装置、例えば、ＧＩ路を経て移
動してデータを収集しそしてデータを受信システムへ送信できる摂取型装置が、この技術
で知られている。このような装置は、例えば、内視鏡や大腸内視鏡や胃鏡や腸鏡や腹腔鏡
やカテーテル等の非自律的装置でアクセスするのが困難であるエリアを検査するのに使用
することができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　自律的装置で患者を検査する間に、医師は、１つ以上の該当場所を識別することができ
る。医師は、例えば、別の装置（例えば、内視鏡、大腸内視鏡、第２の自律式装置、等）
を使用して該当場所を再視察したいことがある。この再視察は、更なる検査、感知、診断
、処置、手術、等のためである。ある場合には、医師は、その該当場所が非自律的装置を
貫通させられる範囲を越えるものであることを単に見出すために、非自律的装置で該当場
所を再視察することを試みる。他の場合には、該当場所を再視察する試みは、該当場所の
探索を続ける前に２つ以上の別の装置で行うことができる。これは、患者への不必要な不
快感、コスト及び潜在的な危険性を招くことがある。
【課題を解決するための手段】



(4) JP 2008-504860 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

【０００４】
　本発明の種々の実施形態は、身体内腔を通る経路長さ、例えば、指定の位置までの経路
長さ又は距離を決定するためのシステム及び方法を提供する。本発明のある実施形態では
、身体内腔に沿って指定の位置へ進行する生体内装置の生の経路長さを、身体内腔全体を
通して進行する生体内装置の生の経路長さと比較することができる。２つの経路長さ間の
比を、予め選択した身体内腔長さと一緒に使用して、身体内腔を経て指定の位置へ至る真
の経路長さを決定することができる。典型的に、本発明のシステムは、生体内装置、位置
検出システム、及び経路長さ検出ユニットを備えることができる。他の構成を使用するこ
ともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　本発明の要旨は、特許請求の範囲に特に指摘する。しかしながら、本発明は、その構成
及び動作方法、並びにその目的、特徴及び効果は、添付図面を参照した以下の詳細な説明
から最も良く理解できよう。
【０００６】
　例示の簡単化及び明瞭化のために、図示された要素は、必ずしも正しい縮尺で描かれて
いないことが明らかであろう。例えば、幾つかの要素の寸法は、明瞭化のために、他の要
素に対して誇張されている。更に、適当と考えられるところでは、対応する要素又は同様
の要素を指示するために、図面にわたって同じ参照番号を使用する。
【０００７】
　以下の説明では、本発明の種々の態様について述べる。説明上、本発明の完全な理解を
与えるために、特定の構成及び細部について述べる。しかしながら、当業者であれば、こ
こに述べる特定の細部を伴わずに本発明を実施できることも明らかであろう。更に、本発
明を不明瞭にしないために、良く知られた特徴は、省略又は簡単化してある。
【０００８】
　本発明のシステム及び方法の実施形態は、通常、イダン氏等の米国特許第５，６０４，
５３１号、及び／又は２００１年９月１３日に公告された“A Device And System For In
-Vivo Imaging”と題する国際出願番号ＷＯ０１／６５９９５号の実施形態に述べられた
ような生体内感知装置及びシステムに関連して使用することができ、これらは、両方とも
、本発明の共通の譲受人に譲渡され、そして参考としてここに援用する。本発明の方法及
びシステムの他の実施形態は、２００３年１月２３日に公告された“Device and method 
for examining a body lumen”と題する国際出願番号ＷＯ／０３００５８７７号の実施形
態に述べられたような生体内装置及びシステムに関連して使用することができ、これは、
本発明の共通の譲受人に譲渡され、そして参考としてここに援用する。本発明のシステム
及び方法の別の実施形態は、他の装置、例えば、非像形成及び／又は非生体内装置に使用
することができる。
【０００９】
　本発明のシステム及び方法と一緒に使用できる生体内装置の実施形態は、通常、自律的
なもので、且つ通常、自蔵式である。例えば、生体内装置は、全てのコンポーネントを容
器又は殻内に実質的に収容でき、且つ生体内装置が例えば電力を受けたり情報を送信した
りするためのワイヤ又はケーブルを必要としないカプセル又は別のユニットでよい。生体
内装置は、外部の受信及び表示システムと通信して、データの表示、制御、又は他のファ
ンクションを与えることができる。例えば、電力は、内部バッテリ又はワイヤレス受信シ
ステムにより供給することができる。他の実施形態は、他の構成及び能力をもつことがで
きる。例えば、コンポーネントは、多数のサイト又はユニットに分布されてもよい。制御
情報は、外部ソースから受け取られてもよい。
【００１０】
　本発明の実施形態は、通常、参考としてここに援用する２００１年１１月２１日に公告
された“Array System and Method for Locating an In Vivo Signal Source”と題する
米国特許公告第ＵＳ２００２０１７３７１８号の実施形態に説明されたように、生体内装
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置を位置決めするための位置検出システムを備えることができる。
【００１１】
　本発明の他の実施形態では、他の位置検出方法を使用できることに注意されたい。例え
ば、本発明の一実施形態において、生体内装置に１つ以上の送信アンテナを含ませて、種
々の周波数を使用してデータを送信することにより、及び／又は準静磁界のコンポーネン
ト－磁気方法－を使用して生体内装置の位置を検出することにより、位置情報を決定する
ことができる。ある実施形態では、例えば、外部の一定磁界に対する位置信号を受信及び
送信する３つの磁気コイルを備えた超音波トランシーバ又はモニタを使用するような方法
を利用することができる。更に別の実施形態では、ＧＰＳのようなシステム、例えば、３
つ以上のステーションからの送信を使用するシステムを利用することができる。通常、本
発明のある実施形態では、アンテナ又はセンサのアレーを腹部又はその近辺に配置して、
生体内装置を追跡することができる。もちろん、他のコンポーネント又はコンポーネント
のセットを、本発明の実施形態に基づいて使用することができる。
【００１２】
　一実施形態において、生体内装置の１組の位置を決定し、それらの位置から、距離又は
経路長さを決定することができる。位置は、装置により感知されるデータから決定するこ
とができ、例えば、映像又は他のデータを含む無線信号を位置について分析することがで
きる。
【００１３】
　本発明の一実施形態による生体内システム１０を示す図１を参照する。生体内システム
１０は、生体内装置１００、外部レコーダー１２、処理ユニット１４、ディスプレイユニ
ット１８、及びユーザ入力装置２０を備えている。生体内装置１００は、任意の適当なト
レース可能な又は追跡可能な生体内装置でよい。本発明のある実施形態では、装置１００
は、通常、例えば、米国特許第５，６０４，５３１号、及び／又は国際特許出願第ＷＯ０
１／６５９９５号の実施形態に説明されたように、例えば、ＲＦチャンネルを経て映像の
ような信号を送信できる生体内像形成装置でよい。送信信号は、例えば、患者の身体５０
に配置及び／又は着用できるアンテナ４９のアレーによりピックアップすることができる
。レコーダー１２は、通常、ポータブル式の着用可能な受信及び記録装置でよく、且つ例
えば、アンテナアレー４９のような信号ピックアップシステムを含むことができる。
【００１４】
　レコーダー１２は、例えば、アンテナ４９から信号を受信し、その信号を、例えば、ポ
ータブル記憶ユニット１９に一時的に記憶することができる。レコーダー１２は、位置検
出システム１３を含むことができ、これは、本発明の一実施形態では、例えば、三角法を
利用して、アンテナアレー４９に対する生体内装置１００の位置を決定することができる
。三角法は、例えば、アンテナアレー４９の種々のアンテナにより送信側生体内装置から
ピックアップされた信号強度の差に基づくものである。通常、位置検出システム１３及び
この方法は、米国特許出願公告第ＵＳ２００２０１７３７１８号に説明されたものと同様
でよい。他の適当な位置検出システムを使用してもよい。本発明の他の実施形態では、位
置検出システム１３は、データプロセッサ１４と完全に一体的でもよいし、部分的に一体
的でもよい。
【００１５】
　位置検出システム１３から得られる位置データ、及び生体内装置１００により送信され
る信号又はデータは、本発明の一実施形態では、例えば、後処理のためにプロセッサ１４
へダウンロードされ、且つ例えば、記憶ユニット１６に記憶される。他の実施形態では、
装置１００は、像形成装置以外の別の送信装置、例えば、ＲＦＩＤタグをもつ生体内装置
でよく又はそれを含んでもよく、或いは装置１００は、例えば、非送信の生体内装置、例
えば、マーカー、又は他のトレース可能、追跡可能、又は探索可能な装置でよい。
【００１６】
　医師又は他のオペレータは、例えば、生体内感知システム１０を使用して、例えば、患
者を検査し、診断し、狭窄症をチェックし、処置し、及び／又は手術することができる。
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例えば、生体内感知装置１００は、ＧＩ路を経て移動するときに映像を捕獲し、そしてそ
れを、身体外部のレコーダー１２へ送信することができる。外部レコーダー１２は、送信
された映像、及び他のデータ、例えば、送信装置の空間におけるポジションを指示する位
置データを記憶することができる。一実施形態では、位置データは、感知されたデータか
ら決定することができる。例えば、映像データ又は圧力データのような感知されたデータ
を送信し、そしてそれらの送信から（例えば、三角法により）位置データを決定すること
ができる。他の実施形態では、例えば、１組の映像から映像と映像との間の移動距離を決
定することにより、感知されたデータそれ自体を位置データについて分析することができ
る。
【００１７】
　送信データ、例えば、映像及び／又は映像ストリームを再検討した後に、医師は、関心
のある場所、例えば、診断、検査又は処置を更に必要とするＧＩ路内の病的エリアを指示
する映像を生体内装置が捕獲するところの位置を識別することができる。本発明のある実
施形態では、該当する場所は、病気が識別された場所以外でもよく、又、該当する場所は
、いかなる指定の場所でもよい。他の実施形態では、生体内感知装置は、映像センサとは
別に又はそれに加えて、他のセンサ、例えば、温度センサ、ｐＨセンサ、血圧センサ、等
を含んでもよく、そして指定の位置は、映像データ以外の再検討データに基づいて決定さ
れてもよい。本発明の他の実施形態では、生体内装置は、感知装置以外でもよく、或いは
感知に加えて、他のファンクション、例えば、薬投与、処置、バイオプシーを有してもよ
い。
【００１８】
　生体内自律的装置での検査及び／又は処置に続いて、医師は、別の装置（例えば、内視
鏡、大腸内視鏡、胃鏡、腸鏡、腹腔鏡、及び別の自律的生体内装置、等）を使用して、関
心のある１つ以上の場所又は位置ポイントを再視察したいことがある。医師が、関心のあ
る位置ポイントに到達するために装置を身体内腔にどれほど深く挿入する必要があるか知
ることは有用である。これは、再視察のための手順及び／又は装置を選択する上で助けと
なり得る。経路長さを予め知ることは、手順（例えば、検査、診断又は処置）の時間を短
縮して患者の不快感を減少するように、関心のある位置ポイントに素早く到達する上で助
けとなる。別の実施形態では、この情報は、別の装置で関心のある位置ポイントに到達す
ることが全く可能であるかどうか医師が判断する上で役立つ。例えば、小腸には、内視鏡
や大腸内視鏡等で到達し得ないあるエリアが存在する。ある環境では外科的な介入が必要
となる。本発明のある実施形態では、その場所への経路長さが事前に分かることは、アク
セス不能な場所に接近しようとする不首尾な試みを避ける上で有用である。経路長さ情報
は、他の用途でも使用できる。更に、本発明の実施形態を使用して、特定の位置又は選択
された位置以外のところへの経路長さを得ることができ、例えば、任意の又は多数のポイ
ントへの経路長さ、ある時間の後の経路長さ、ある経路長さに対する時間、等々を得るこ
とができる。
【００１９】
　位置検出システム１３のような位置検出システムは、空間内の送信装置の位置、運動性
、並びに所与の時間周期における速度を指示するのに有用である。しかしながら、回旋状
である身体内腔の場合には、空間内の瞬時位置の知識から関心のある位置ポイントに到達
するのに身体内腔を通して装置をどれほど進ませるか推定することは困難である。更に、
空間内の瞬時位置を使用して、その関心のある位置を後で位置決めすることは困難である
。というのは、ある身体内腔は、時間と共に固定していないからである。身体内腔内の関
心のある場所の瞬時位置は、時間と共に変化することがあり、従って、その場所を再視察
するときに、変位する身体内腔に対してその位置を予想することは困難である。
【００２０】
　通常、プロセッサ１４は、例えば、身体内腔を通る経路長さを指定の位置まで又は別の
仕方で決定するために、経路長さ検出ユニット３０を含むか又はそれに関連付けることが
できる。位置検出システム１３から得たデータ、及び他のデータは、経路長さ検出ユニッ
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ト３０への入力として使用できる。経路長さ検出ユニット３０への入力として使用される
べき他のデータは、例えば、ユーザ入力データ２０、又はシステム１０の他の特徴からの
データを含む。経路長さ検出ユニット３０は、ある実施形態では、プロセッサ１４内に１
つ以上のソフトウェアユニットを含むことができる。
【００２１】
　経路長さ検出ユニット３０は、通常、本発明のある実施形態では、位置検出システム１
３から得られ、例えば、レコーダー１２からダウンロードされた後処理位置データを含む
ことができる。本発明のある実施形態では、経路長さ検出ユニット３０は、スタンドアロ
ーンユニットでもよいし、記憶ユニット１６を伴うデータプロセッサ１４と一体的でもよ
いし、及び／又はデータレコーダー１２と一体的でもよい。経路長さ検出ユニット３０は
、通常、処理及び記憶能力を含んでもよい。本発明のある実施形態では、経路長さ検出ユ
ニット３０は、ユーザに対する入力システムと、ユーザに表示するためのディスプレイシ
ステム、例えば、ディスプレイユニット１８とを備えてもよい。経路長さ検出ユニット３
０は、本発明の他の実施形態では、レコーダー１２と部分的又は完全に一体的でもよく、
そして例えば、ユーザ入力を受け取らなくてもよい。プロセッサ１４は、通常、パーソナ
ルコンピュータでよいが、データを処理及び／又は記憶するための適当なユニットでよい
。信号、データ及び位置関連データは、例えば、ディスプレイユニット１８に表示されて
もよい。
【００２２】
　例えば、生体内装置が進行するところの模擬された身体内腔経路２１０（実線）と、そ
の模擬された経路に沿って位置検出システム１３から得られた１組の例示的な位置ポイン
ト２３０とを示す図２を参照する。推定経路は、連続するポイント間を補間して、例えば
、推定経路２２０（破線）を得ることにより、描くことができる。生の経路長さは、例え
ば、既知の方法を使用して、連続ポイント間の距離を積分することにより決定することが
できる。位置データを推定するときには僅かなエラーが生じ得る。エラーは、例えば、ラ
ンダムノイズによるものであるか、或いは装置１００がその生体内方向をシフトすること
で生じ得る。例えば、経路２２０を通る生の経路長さを推定するときには、位置推定にお
ける小さなエラーが、特に、長い経路、例えば、小腸の経路、或いはＧＩ路又は他の身体
内腔における他の経路に対する経路長さの推定において大きなエラーへと蓄積し得る。例
えば、推定経路２２０を使用して生体内装置が進む経路を計算すると、例えば、経路が真
の経路より相当に長くなることがある。平滑化を使用して、エラーを減少できるが、真の
経路は、それ自体、曲がりくねって予想し得ないものであるから、カーブを良好な精度で
平滑化することは困難である。
【００２３】
　通常、本発明のある実施形態では、位置検出システム１３からの出力信号のノイズレベ
ルは、生体内装置が進行する全経路に沿って実質的に同様であると仮定することができる
。従って、関心のある位置ポイントへの生の経路長さ（Ｌ）と、全身体内腔を通る生の全
経路長さ（ＬT）との間の比で表わされた相対的な経路長さ（ＬR）を使用して、信号から
のノイズの分離、さもなければ、排除を必要とせずに、関心のある位置ポイントへの経路
長さをより正確に推定することができる。一実施形態では、この比は、次の関係式により
表わすことができる。
　ＬR＝Ｌ／ＬT

他の式を使用してもよい。一実施形態では、１組の計算された経路、例えば、内腔におけ
る計算された全経路長さ、及び指定のポイント又はターゲット（１つ又は複数）への計算
された長さを決定することができる。既知の又は推定された全内腔長さを決定することも
でき、そしてその既知の又は推定された長さと、計算された全長さとの間の比を決定する
ことができる。この比は、指定のポイント（１つ又は複数）への装置の計算された経路長
さに適用して、そのポイント（１つ又は複数）へのより正確な推定経路長さ又は距離を決
定することができる。
【００２４】
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　生体内装置が身体内腔の既存の終了ポイントに接近しているときには、ユーザが既存の
終了ポイントからの相対的な距離を知ることが有用である。というのは、その場所を再視
察するときに通る方向だからである。従って、次の関係式を使用することができる。
　ＬR＝Ｌ／ＬT　　　　　　　Ｌ≦ＬT／２
　ＬR＝（ＬT－Ｌ）／ＬT　 　Ｌ＞ＬT／２
【００２５】
　他の式を使用してもよい。身体内腔の終了ポイントからの経路長さを明確に指示するた
めに、身体内腔の予め選択された全長を使用してもよい。例えば、小腸は、長さが平均６
から８メーターであることが知られている。一実施例では、小腸の長さに対する予め選択
された値として７メーターが使用されてもよい。この推定を使用すると、実際の経路長さ
（ＬA）は、次の式で表わすことができる。
　ＬA＝７＊Ｌ／ＬT　　　　　　　Ｌ≦ＬT／２
　ＬA＝７＊（ＬT－Ｌ）／ＬT　 　Ｌ＞ＬT／２
他の式を使用してもよい。
【００２６】
　身体内腔の長さの予め選択された値（真の値ではなく）を使用し、且つ本発明の一実施
形態により位置検出によるエラーがないと仮定して得られる推定エラー分布を示す図３を
参照する（この図には位置検出エラーが考慮されていない）。他の値及び曲線が使用され
てもよい。水平軸は、例えば、所与の周波数で外部レコーダー１２へ映像フレームを送信
する生体内装置に対するフレームの数を表わす。垂直軸は、各映像フレームの送信信号か
ら計算された位置ポイントにより決定された身体内腔を経て移動した経路長さを表す。曲
線３１０は、真の移動距離を表わす。曲線３２０は、例えば、ここに述べる方法により決
定される推定距離を表わす。
【００２７】
　図３の曲線から明らかなように、身体内腔を通る真の経路長さ（３１０）と推定経路長
さ（３２０）との間の最大の食い違いは、身体内腔経路の中間付近にあり、一方、身体内
腔を通る真の経路長さ（３１０）と推定経路長さ（３２０）との間の最小の食い違いは、
身体内腔の各終了ポイントの付近にある。本発明のある実施形態では、関心のある場所を
例えば内視鏡及び／又は大腸内視鏡により再視察できるように小腸を通る距離を推定する
ことが望まれる。例えば、腸鏡は、小腸の最上部入口、例えば、幽門を越えて、例えば、
約半メーターしか貫通させられない。例えば、大腸内視鏡は、盲腸を越えて小腸へ、例え
ば、数センチメーターしか貫通させられない。従って、終了ポイント付近の精度は、例え
ば、小腸に沿った中途の精度より重要性が高いことになる。
【００２８】
　本発明の一実施形態により小腸に沿った距離の関数として例示的に模擬される最大距離
エラーを示した図４を参照する。他の関数が使用されてもよく、又、他の内腔が検査され
てもよい。この例示的な模擬において、幽門が小腸の入口として表わされ、そして盲腸が
小腸の出口ポイントとして表わされる。このグラフにおける位置検出エラーは、例えば、
本発明のある実施形態において典型的な位置検出エラーである３．５ｃｍの平均位置エラ
ーを伴うレイリー分布としてモデリングされる。本発明の他の実施形態では、他のモデル
及びエラーレベルが使用されてもよい。この例示的モデルでは、図４のグラフで明らかな
ように、身体内腔を通る経路長さのエラーは、盲腸及び幽門により各の表わされた小腸の
終了ポイント（入口及び／又は出口）から０．５メーターの距離において１０ｃｍ程度の
大きさとなる。従って、医師は、自律的な生体内装置により検出された場所を別の装置に
よりどの方向から再視察できるかの指示を得ることができる。
【００２９】
　生体内装置が、その移動中に、例えば、食道、胃及び小腸のような２つ以上の内腔又は
内腔の一部分を通過するときには、関心のある内腔、例えば、小腸の終了ポイントを位置
決めし、そしてその内腔のその終了ポイントからの経路長さを測定できるのが有用である
。この目的で種々の方法を使用することができる。例えば、胃に入るとき及び／又は出る
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ときに、ｐＨ測定を使用して、ｐＨの変化を検出することができる。又、装置１００が、
例えば、小腸から余地のある(roomier)大腸へ解放されたときにそれを指示するために圧
力センサが使用されてもよい。本発明の一実施形態では、例えば、小腸において通常そう
である律動的な蠕動圧力を検出するために、圧力インジケータが使用されてもよい。本発
明のある実施形態では、映像の後処理を含む他の方法を使用して、例えば、特定の身体内
腔で見つかる粘膜及び／又は組織を識別することができる。他の実施形態では、例えば、
特定の身体内腔で見つかるカラー構成を使用して、身体内腔を通る終了ポイントを識別す
ることができる。更に別の実施形態では、医師又は医療技師は、映像又は他のデータを介
して身体内腔の終了ポイントを識別し、そして例えば、ユーザ入力装置２０を使用して、
その情報を経路長さ検出ユニット３０へ入力することができる。
【００３０】
　本発明の一実施形態に基づき身体内腔を経て指定の位置までの経路長さを決定する方法
を示すフローチャートである図５を参照する。ブロック５１０では、生体内装置が身体内
腔内からデータ又は状態を感知することができる。本発明のある実施形態では、感知され
たデータは、映像データであり、例えば、ＧＩ路の身体内腔内で捕獲された映像データで
ある。映像データに代わって又はそれに加えて、例えば、温度、圧力、運動、等の他のデ
ータが感知されてもよい。
【００３１】
　捕獲又は収集されたデータは、例えば、送信することができる（ブロック５２０）。他
の実施形態では、純粋な位置データが送信され（例えば、搬送波信号又は他の信号を経て
）、更に別の送信を行う必要はない。例えば、外部で発生された信号（例えば、Ｘ線、超
音波信号）を使用して、位置データを決定することができる。本発明の他の実施形態では
、感知されたデータ以外の信号を送信して、特定の条件を満足することを指示してもよく
、例えば、狭窄症又は他の条件の背後で生体内装置が捕えられることを指示する信号が送
信されてもよい。送信されたデータは、１つ以上のピックアップ装置、例えば、１つ以上
のアンテナ４９によりピックアップできる。送信されたデータ、及び生体内装置の位置に
関するデータ（位置検出システム１３により得られた）は、例えば、レコーダー１２に記
憶される（ブロック５３０）。通常、感知（ブロック５１０）、送信（ブロック５２０）
、及び記憶（ブロック５３０）のプロセスは、全ての当該データが収集され記憶されたと
みなされるまで、所定の時間周期にわたって続けることができる。データ収集及び記憶を
終了するのに適した時間を決定するための他の方法が使用されてもよい。
【００３２】
　ブロック５３５では、感知されたデータ及び位置データが、例えば、データプロセッサ
１４にダウンロードされる。ある実施形態によれば、ダウンロードが必要とされない。本
発明の他の実施形態では、送信データがリアルタイムで処理ユニット１４に向けられる（
ワイヤ又はワイヤレス接続により）。ユーザは、生体内装置から送信されるデータ、例え
ば、映像のストリームを再検討することができる。データを再検討するときに、ユーザは
、例えば、病気を示し得る関心のある１つ以上の映像をマークすることができる。関心の
ある映像（１つ又は複数）は、適当なユーザ入力手段２０、例えば、キーボード、コンピ
ュータマウス、タッチ感知スクリーン、及び／又は他の適当な手段でマークすることがで
きる。位置検出システムからのデータを使用して、関心のある場所、例えば、マークされ
た映像が生体内で捕獲された場所の位置を決定することができる（ブロック５４０）。本
発明の一実施形態では、ユーザは、例えば、関心のある映像を含む身体内腔の入口及び出
口ポイントを指示する映像をマークすることができる。他の実施形態では、マークを使用
する必要がなく、特定の又は要求されたポイントは独立して経路長さデータを発生するこ
とができる。
【００３３】
　位置検出システムからのデータを使用して、身体内腔の終了ポイントの位置を決定する
ことができる（ブロック５５０）。本発明の他の実施形態では、身体内腔の終了ポイント
は、例えば、ユーザ入力なしに、ここに述べる方法により位置決めすることができる。本
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定ｐＨ、測定圧力、等の変化により確認することができる。又、本発明の他の実施形態で
は、終了ポイントは、参考としてここに援用する“Device, System, And Method For Pre
sentation Of In-Vivo Data”と題する米国プロビジョナル特許出願第６０／５０７，５
０８号に開示された実施形態のように、組織カラーバーを使用することで、確認すること
ができる。身体内腔の終了ポイントを決定する他の方法が実施されてもよい。
【００３４】
　ブロック５６０では、生体内装置の位置に関するデータを処理して、身体内腔を通して
入口ポイントから出口ポイントへ至る生の経路長さ（ＬT）を決定することができる。ブ
ロック５７０では、身体内腔の決定された入口ポイントから、関心のある位置ポイントま
での生の経路長さ（Ｌ）を計算することができる。ブロック５８０では、生の経路長さＬ

T及びＬ、並びに身体内腔の全長の予め選択された長さに基づいて、実際の経路長さ（ＬA

）を決定することができる。本発明の他の実施形態では、実際の経路長さ（ＬA）は、こ
こに述べる入力データとは別に又はそれに加えて、他の適当な入力データに基づいてもよ
い。例えば、経路長さＬT及びＬは、それらの比を計算する前に、実際の経路長さを決定
するために予め処理されてもよい。通常、経路長さ検出ユニット３０は、ブロック５６０
ないしブロック５８０に述べたタスクを実行することができる。本発明の他の実施形態で
は、ブロック５６０ないし５８０に述べたタスクは、システム１０内の２つ以上のユニッ
ト又はコンポーネントにより分担されてもよく、例えば、これらタスクは、位置検出シス
テム１３により分担されてもよい。健康の専門家は、経路長さについて得た情報を使用し
て、患者の診断又は処置をどのように進めるか判断する上で助けとすることができる。
【００３５】
　他のステップ及び一連のステップが使用されてもよい。
　以上、幾つかの実施形態について本発明を詳細に説明したが、本発明の多数の変更、修
正及び他の応用がなされ得ることが明らかであろう。本発明の実施形態は、ここに述べた
オペレーションを遂行するための他の装置を含んでもよい。このような装置は、ここに述
べた要素を一体化してもよいし、又は同じ目的を果たすための別の要素を備えてもよい。
当業者であれば、本発明の真の精神に包含されるこのような全ての修正や変更は、特許請
求の範囲に網羅されることが明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態による生体内システムの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による模擬された身体内腔、及び測定位置ポイントを通る重
畳推定経路を示す概略図である。
【図３】本発明の一実施形態により身体内腔の全長の推定値を使用して得られる推定最大
エラー分布を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態により小腸に沿った位置の関数として模擬された最大距離エ
ラーを示す図である。
【図５】本発明のある実施形態により身体内腔を通る距離を決定する方法を説明するフロ
ーチャートである。
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【手続補正書】
【提出日】平成19年3月7日(2007.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体内腔を通る経路長さを決定するためのシステムにおいて、
　生体内装置と、
　位置検出システムと、
　経路長さ検出ユニットと、
を備えたシステム。
【請求項２】
　前記システムは、指定の位置への経路長さを決定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　処理ユニットと、
　記憶ユニットと、
を更に備え、前記経路長さ検出ユニットは、前記処理ユニット及び前記記憶ユニットと少
なくとも部分的に一体的である、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　ディスプレイユニットと、
　ユーザ入力ユニットと、
を更に備えた請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　アンテナアレーを更に備えた、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　外部レコーダーを更に備え、前記位置検出システムは、前記外部レコーダーと少なくと
も部分的に一体的である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記生体内装置は、感知装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記生体内装置は、像形成装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記生体内装置は、自律的装置である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記生体内装置は、飲み込み型カプセルである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　身体内腔を通る経路長さを決定する方法において、
　身体内腔を経て進行する生体内装置の生の経路長さを決定するステップと、
　前記身体内腔に沿った指定の位置へ進行する前記生体内装置の生の経路長さを決定する
ステップと、
　前記指定の位置への経路長さを決定するステップと、
を備えた方法。
【請求項１２】
　前記指定の位置を位置決めするステップを更に備えた、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　身体内腔の終了ポイントを位置決めするステップを更に備えた、請求項１１に記載の方
法。
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【請求項１４】
　生体内データを送信するステップを更に備えた、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記生体内装置は、自律的像形成カプセルである、請求項１１に記載の方法。
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